
近 畿 風 景 街 道 協 議 会

配布日時 平成１９年１１月７日

資 料 配 布 １４：００

第2回近畿風景街道協議会を開催します！件 名

平成１９年１１月１４日（水）１０時から、メルパルク大阪で第２
回近畿風景街道協議会を開催します。概 要

平成１９年９月１０日より全国で風景街道の登録申請の受付を開始してお

り、近畿では１５ルートの登録申請がありました。第２回近畿風景街道協議

会では登録申請のあった１５ルートについて風景街道として登録条件を満足

しているか確認し、登録します。

テレビ・ラジオ：

取 り 扱 い

新 聞：

近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ

配 布 場 所 福井県政記者クラブ 滋賀県政記者クラブ 京都府政記者室

大阪府政記者クラブ 兵庫県政記者クラブ 奈良県政記者クラブ

和歌山県政記者クラブ 京都市政記者クラブ 大阪市政記者クラブ

堺市政記者クラブ 神戸市政記者クラブ 関西レジャー記者クラブ

国土交通省 近畿地方整備局

問い合わせ先 道路部 計画調整課長 田中 貢

電話：０６－６９４２－１１４１（内線４３１１）

０６－６９４７－７４４０（夜間）



「第２回近畿風景街道協議会」の開催について

概 要

日本風景街道の取り組みにあたっては、平成１９年４月「日本風景街道の実現に

向けて」が国土交通大臣に提言されました。

これに基づき、全国各地の道を舞台とした様々な活動に対してできる限り門戸を

広げることにより、多種多様な風景街道を実現し、また日本風景街道を国民的な活

動として全国に展開することを目的に、平成１９年９月１０日より全国で風景街道

の登録申請の受付を開始しています。近畿では の登録申請がありました。１５ルート

第２回近畿風景街道協議会では登録申請のあった について風景街道とし１５ルート

て登録条件を満足しているか確認し、登録します。

（参考）日本風景街道は、道路やその周辺地域にある地域の魅力・美しさを発見・

創出し、美しい国土景観を形成し、地域の活性化、観光振興に寄与するも

のです。

http://www.hido.or.jp/fukeikaidou/index.html

日 時 ： 平成１９年１１月１４日（水） １０：００～１２：００

場 所 ： メルパルク大阪 ４F ソレイユ

大阪市淀川区宮原４－２－１ ＴＥＬ：０６－６３５０－２１１１

議事予定 ： 申請内容の確認・登録

その他

・協議会の会場での報道関係者の同席取材は可能です。ただし、議事を円滑に進行

するため、会議中の移動、会場への出入りはお控えいただくようお願いします。

また、撮影は頭撮りのみとさせていただきます。

・一般の方の傍聴については、協議会の会場に用意しています。ただし、傍聴者多

数の場合は、立席となる場合や傍聴をご遠慮願う場合がありますので、あらかじ

めご了承願います。

・会議資料については、当日会場にて配布します。

・会議終了後、会議資料は近畿地方整備局ホームページに掲載します。

http://www.kkr.mlit.go.jp/road/kaidou/index.html



協議会の構成

（日本風景街道近畿地区研究会委員長）宗田 好史 京都府立大学准教授

（日本風景街道近畿地区研究会委員）桑田 政美 京都嵯峨芸術大学教授

栗山 和郎 社団法人 関西経済連合会 理事

小林 守 日本観光協会 関西支部 事務局長

中安 正晃 福井県 土木部長

吉岡 淳 滋賀県 土木交通部長

森田 悦三 京都府 土木建築部長

福田 保 大阪府 都市整備部長

井上 俊廣 兵庫県 県土整備部長

木谷 信之 奈良県 土木部長

茅野 牧夫 和歌山県 県土整備部長

山﨑 糸治 京都市 建設局長

彌田 和夫 大阪市 建設局長

佐俣 千載 神戸市 建設局長

西川 久 堺市 建設局長

宮地 淳夫 近畿地方整備局 道路部長

山田 哲也 近畿地方整備局 道路調査官

（敬称略、順不同）



会 場 ： メルパルク大阪 ４F ソレイユ

大阪市淀川区宮原４－２－１

ＴＥＬ：０６－６３５０－２１１１

交通アクセス

《青点線》

新幹線中央出口又はＪＲ線東改札口を出て右へ３００ｍ直進し、西口を右

折します。歩道橋を点線に沿ってお越し下さい （徒歩約８分）。

《赤点線》

地下鉄ホームのＡ又はＢ階段を降り、４番出口より点線に沿ってお越し下

さい （徒歩約５分）。



近畿風景街道１５ルート
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参考資料－１

番号 風景街道の名称

① 三国湊のまち・海・緑・そして人を結ぶ道

② 若狭熊川・鯖街道

③ 琵琶湖さざなみ街道・中山道

④ 愛宕街道（京都鳥居本）

⑤ 丹後半島「古代ロマン街道」

⑥ 中之島・大川・御堂筋回廊

⑦ 悠久の竹内街道

⑧ 新世紀くらわんかストリート

⑨ 但馬漁火ライン

⑩ たんば三街道

⑪ 日本風景街道まほろば

⑫ 日本文化のクロスロード（横大路・下ツ道）

⑬ 日本風景街道伊勢街道

⑭ 御所まち近世景観街道 ～近世物流の要所～

⑮ 日本風景街道 熊野

（順不同）



日 本 風 景 街 道 の 概 要 （１／２）

目 的目 的

● 多様な主体による協働のもと、景観、自然、歴史、

文化等の地域資源を活かした質の高い風景を形成

→もって、地域活性化、観光振興に寄与

多様な主体による協働

美しい国土景観の形成

地域活性化への寄与 観光振興への寄与

運 動 方 針運 動 方 針

● 地域と行政が一体となった活動が必要
● 地域住民、ＮＰＯ、地方自治体等、活動に応じて

必要な組織と道路管理者で活動のための体制を構築

活動主体（日本風景街道ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）活動主体（日本風景街道ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）

道路の管理者

活動に応じて必要な組織

地方公共団体
（市町村等）

企業

地域住民

町内会・自治会

警察

大学関係者

ＮＰＯ

その他

道路の管理者

活動に応じて必要な組織

地方公共団体
（市町村等）

企業

地域住民

町内会・自治会

警察

大学関係者

ＮＰＯ

その他

【日本風景街道パートナーシップ】

日本風景街道の活動内容・活動の場日本風景街道の活動内容・活動の場

 

      ：ワークショップ等の開催、交流会等の開催、ガイドマップの作成、ボランティアガイド・語り部の育成、案内看板の整備 等 

SA・PA 等における日本

風景街道の情報発信 

観光拠点へのアクセス向上 

Ｐ 伝統的な農村風景の保全 

ビューポイントの整備 

地域の自然を生かした

魅力ある地域づくり 

美しく快適な歩行者空間の整備

観光地の再開発 

清流 

里山 

潮流・流域 

温泉 

緑陰や並木のある道路の整備 

地域アイデンティティ

の形成・成熟 

植栽・道路

清掃活動 

街並みの保全

個性的な景観形成 

道路と沿道が形成する

観光資源の整備 

 沿道と道路が一体となった

美しい景観の形成 

○○商店 

地域の歴史遺産を生かした

魅力ある地域づくり 

美しくない景観

の改善 

○○開発 

歴史のある橋梁の保全 

観光に寄与する

情報発信 

地域コミュニティ

の再生・促進 新たな文化の創出

中心となる道路

美しくない

景観の改善

美しくない景観

の改善 

道を舞台とした官民協

働の多様な取組み 

道を舞台とした多様な主体

による協働の多様な取組み

方針１：全国に運動を広げること
方針２：多様性を確保すること
方針３：さらなる質の向上を図ること
方針４：継続的な運動とすること

● 登録の枠組みを先行的に構築
● 概ね３年後を目途に評価の枠組みを構築

実施展開の考え方実施展開の考え方

H22年度以降H19年度 H20年度 H21年度

登録体制

の準備

評
価
の
開
始

登
録
の
開
始

登録の随時受付け

評価の本格運用
評価体制

の準備・確立
評価の試行

H22年度以降H19年度 H20年度 H21年度

登録体制

の準備

評
価
の
開
始

登
録
の
開
始

登録の随時受付け

評価の本格運用
評価体制

の準備・確立
評価の試行

参考資料－２



基本的な枠組みの具体例基本的な枠組みの具体例

 

日本風景街道に関する連絡調整

を行うため、行政機関からなる

会議を必要に応じて設置 

○○風景街道協議会 

風景街道協議会の活動に

貢献する意志と能力を有

する企業や団体等 

都道府県・政令市

地方整備局等

  

登録 
申請 

活動 
支援 

登
録
申
請

活
動
支
援 

登録 
申請 

活動 
支援 

日本風景街道 

パートナーシップ 

日本風景街道 

パートナーシップ 

 
民主体の第三者機関 

評価 
推薦

評価 

重点的な広報等
の支援 

◆登録条件 
① 日本風景街道パートナーシップが組織さ

れていること 

② 日本風景街道を構成する要素である地域
資源のうちいずれか一つ以上の資源を申
請された「風景街道」に有していること 

③ 日本風景街道パートナーシップが日本風
景街道の理念に賛同し、それらに合致した
活動を継続的に実施していること 

④ 申請された「風景街道」に「中心となる道
路」が存在していること 

◆活動支援 
① 地方ブロック毎の支援 

○人的支援 

○制度的支援 

○多様な主体による協働の取組みを通し
ての支援 
・施設整備   ・情報発信  等 

② 全国的な観点からの支援 

・財政的な支援 ・ロゴの使用  等

国において詳細な検討 

◆評価の申請条件 
① 一定期間（例えば、数年程度）の活動実績があること 

② 風景街道憲章を策定していること 

③ 活動の場が一定の範囲の拡がり（例えば、「中心となる道路」の延長
が一定以上あること）を持つこと 

◆評価の基準の考え方 
① 地域資源の評価 

② 活動体制の評価 

◆重点的な広報等の支援 
・全国・海外への広報・ＰＲ     ・ロゴの使用 

・商品企画・販売    等 

◆評価の方法 
① テーマの設定 

例：訪れる人の目的別（体験する、
学習する、癒す、観る、食べ
る、遊ぶ  等） 

② レベルの設定 

例：一つ星・二つ星（ミシュラン
の星のイメージ）  等 

 

テーマ 

Ｘ 

テーマ 

Ｙ 

テーマ 

Ｚ 

継続的な質の向上
を促すため 

検討主体も含め国において検討

 

日本風景街道パートナーシップ 

 

 

各分野の専門家からなる

第三者委員会 

「風景街道」を訪れる人 

 

道路の管理者 

活動に応じて必要な組織 

地方公共団体 
（市町村等） 

企業 

地域住民 

町内会・自治会

警察 

大学関係者 

ＮＰＯ 

その他 

※地方ブロック毎に設置 

※「風景街道」毎に設置 

※全国に一機関設置

全国的な観点
での支援 

評価 
申請 

意見 

満足度 

● 「日本風景街道パートナーシップ」が登録申請を行い、地方ブロック毎に設置する「風景街道地方協議会」が登録を実施
● 登録後、様々な活動を通じて熟度が上がり風景の質が向上したものについて、 「日本風景街道パートナーシップ」が評価申請を

行い、「第三者機関」が評価。 重点的な広報等の支援を実施。

日 本 風 景 街 道 の 概 要 （２／２）


